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公立大学法人長野県立大学役員報酬規程 

 

平成 30年４月１日 規程第 201号 

最終改正 平成 30年 12月 25日 

 

（目的） 

第１条 この規程は、公立大学法人長野県立大学（以下「法人」という。）の理事長、

副理事長、理事及び監事（以下「役員」という。）の報酬に関する事項を定めること

を目的とする。 

（役員の報酬） 

第２条 常勤の役員の報酬は、基本給、地域手当、理事長手当、副理事長手当、通勤手

当及び賞与とする。 

２ 非常勤の役員の報酬は、非常勤役員報酬とする。 

（報酬の支給日） 

第３条 常勤の役員の報酬（賞与を除く。）は、毎月 16日に支給する。ただし、その日

が国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に定める休日（以下「休日」

という。）、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の直後の休日、日曜日又は土曜

日でない日を支給日とする。 

２ 賞与は、６月 30 日及び 12 月 10 日に支給する。ただし、これらの日が、日曜日又

は土曜日に当たるときは、その日の直前の金曜日を支給日とする。 

３ 非常勤役員の報酬の支給日については、理事長が別に定める。 

（基本給） 

第４条 理事長の基本給は、月額 563,000円とし、副理事長の基本給は、理事長が別に

定める額とする。 

（地域手当） 

第５条 地域手当の月額は、基本給に100分の1.7を乗じて得た額とする。 

（理事長手当） 

第６条 理事長手当は、理事長の職にある者に支給する。 

２ 理事長手当の月額は、理事長の基本給に 100分の 25を乗じて得た額とする。 

（副理事長手当） 

第７条 副理事長手当は、副理事長の職にある者に支給する。 

２ 副理事長手当の月額は、理事長が別に定める額とする。 

（通勤手当） 

第８条 通勤手当の額及び支給方法は、法人の職員の例による。 

（賞与） 

第９条 賞与は、６月１日及び12月１日（以下「基準日」という。）にそれぞれ在職す

る常勤の役員に対して支給する。これらの基準日前１箇月以内に退任し、又は死亡し

た常勤の役員についても同様とする。 

２ 賞与の額は、基本給及び地域手当の合計額に、100分の167.5を乗じて得た額に、基

準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間（これに準ずるものとして理事
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長が別に定める期間を含む。）の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割

合を乗じて得た額とする。 

(1) ６月 100分の100 

(2) ５月以上６月未満 100分の80 

(3) ３月以上５月未満 100分の60 

(4) ３月未満 100分の30 

３ 前項の賞与の額は、当該役員の職務実績に応じ、これを増額し、又は減額すること

ができる。 

４ 理事長は、法人の職員の例により、賞与の支給を一時差し止めることができる。 

５ 次の各号のいずれかに該当するものには、第１項の規定にかかわらず、当該各号の

基準日に係る賞与（第３号の規定に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた

賞与）は支給しない。 

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第17条第２項第２号及び第３項の規定により解任された

常勤の役員 

(2) 基準日前１箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの

間に離職した常勤の役員で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮

以上の刑に処せられたもの 

(3) 前項の規定により賞与の支給を一時差し止められた者（当該差し止めを取り消さ

れた者を除く。）で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の

刑に処せられたもの 

（非常勤役員報酬） 

第10条 非常勤役員報酬は、次に掲げる額とする。 

(1) 理事 

日額 30,000円 

(2) 監事 

日額 30,000円 

（例月報酬の日割計算） 

第 11 条 新たに常勤の役員になった者には、その日から基本給、地域手当、理事長手

当及び副理事長手当（以下この条において「例月報酬」という。）を支給する。 

２ 常勤の役員が退任し、又は解任された場合には、その日までの例月報酬を支給する。 

３ 常勤の役員が死亡により退職した場合には、その月までの例月報酬を支給する。 

４ 第１項及び第２項の規定により例月報酬を支給する場合であって、月の１日から支

給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その例月報酬

は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として日割

りによって計算する。 

（役員の報酬の支払方法） 

第12条 役員の報酬は、当該役員の本人名義の預貯金口座への振込みの方法により、そ

の全額を支払うものとする。ただし、法令に基づき、役員の報酬から控除すべき金額

があるえときには、その役員に支払うべき報酬の金額から、その金額を控除して支払
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うものとする。 

（端数の処理） 

第13条 この規程により計算した金額に１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てるものとする。 

（役員と職員の兼任） 

第14条 役員が職員を兼ねる場合は、この規程を適用せず、公立大学法人長野県立大学

職員給与規程（平成30年規程第236号。以下「職員給与規程」という。）による。 

２ 長野県職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員とな

るため退職手当を支給されずに長野県を退職し、かつ、引き続いて役員となる場合の

報酬は、職員給与規程によるものとする。 

（雑則） 

第15条 この規程の実施に必要な報酬の支給手続等の事項については、法人の職員の例

による。 

 

附 則 

 この規程は、平成 30年４月１日から施行する。 

   附 則（平成 30年 12月 25日改正） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成 30 年４月１日から施行する。ただし、第５条第 1 項の改正規定

については平成 31年１月 1日から施行する。 

 （平成 30年６月及び同年 12月に支給する賞与の特例） 

２ 平成 30年６月及び 12月に支給する賞与については、改正後の同規定第９条第２項

中「100分の 167.5」とあるのは、「６月に支給する場合においては 100分の 157.5、12

月に支給する場合においては、100分の 177.5」に読み替えるものとする。 

 

 


